
Ⅰ. 危険有害性の「見える化」 

歩道部分に埋設されている石綿管の養生として道路占用部分に鉄板を設置している。 

通行する歩行者に対して、安全な通路を色（ノンスリップ塗装）とバリケードにて見える化

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

通行すべき道を見える化し、歩行者を誘導 


